
2023/3/16更新

Q プライバシーマーク会員マイページとは何ですか？ A 2023年5月1日（予定）、JUASホームページのプライバシーマーク審査ページ内に新たに設

けられる事業者様ごとのページです。

《2023年5月1日（予定）以降、プライバシーマーク会員マイページでできること》

 ①申請書類の提出

 ②文書審査結果、指摘事項文書の受取

 ③改善報告書の提出

 ④その他書類（変更報告書、事故報告書等）の提出

 ⑤各種情報提供（旧会員ポータルサイトと同様の機能）

 ※①～③は、2023年5月1日（予定）以降「プライバシーマーク会員マイページ」で申請書類

を提出いただいた事業者様が対象です。

 

 《2023年5月1日以降（予定）、プライバシーマーク会員マイページにアクセスできる方》

 A、B会員：申請担当者様

 C会員：連絡窓口担当者様、申請担当者様

Q プライバシーマーク会員マイページへの初回ログインID

とパスワードはいつ、どのように連絡されますか？

A 《新規事業者様の場合》

 入会のお手続き完了後、連絡窓口担当者様宛に初回ログイン用のID・パスワードをメール送

信いたします。

 申請書類の受付完了後、申請担当者様へログインID・パスワードをメール送信いたします。

 

 《更新事業者様の場合》

 2023年4月下旬、連絡窓口担当者様と申請担当者様宛に初回ログイン用のID・パスワードを

メール送信いたします。

 ※メールが届かずID・パスワードがわからない場合、システムにログインできません。

 各担当者様の氏名またはメールアドレスに変更がある場合は、お早めに変更報告書をご提出

ください。

 ※変更手続き方法はこちら

Q プライバシーマーク会員マイページはいつから見ること

ができますか？

A 2023年5月1日（予定）からとなります。

Q プライバシーマーク会員マイページの操作マニュアルは

ありますか？

A 操作マニュアルは2023年4月中旬～下旬に公開予定です。

Q 現在の会員ポータルサイトはそのまま見られますか？ A 2023年5月1日（予定）より、現在の会員ポータルサイトは「プライバシーマーク会員マイ

ページ」にリニューアルされ、URLも変更になります。

現在の会員ポータルサイトに掲載されているコンテンツは、引続き「プライバシーマーク会員

マイページ」内でご覧いただけます。

Q 電子申請はいつから開始されますか？ A 2023年5月1日開始を予定しております。

Q 電子申請とは、どんなことが出来るようになるのです

か？

A 2023年5月1日（予定）以降、プライバシーマーク付与適格性審査申請書類一式を電子ファイ

ル(Microsoft Office形式、PDF形式）で申請することが出来ます。

電子申請の範囲は以下の通りです。

 ①申請書類の提出

 ②文書審査結果、指摘事項文書の受取

 ③改善報告書の提出

 ④その他書類（変更報告書、事故報告書等）の提出

FAQに記載のない電子申請に関する各種お問い合わせは、下記までお願いいたします。

お問い合わせ先:sec-denshishinsei@juas.or.jp

プライバシーマーク会員マイページについて

電子申請全般について

https://www.juas.or.jp/privacymark/application/report/
https://www.juas.or.jp/privacymark/application/report/


Q 電子申請開始に伴い、申請事業者がしなくてはいけない

ことはありますか？

A 《新規事業者様の場合》

 入会審査後にプライバシーマーク会員マイページを開設するため、最初に入会手続をお願い

いたします。

※入会手続き方法はこちら

 

 《更新事業者様の場合》

 連絡窓口担当者様と申請担当者様宛に、メールでプライバシーマーク審査に関するお知らせ

をお送りするため、 各担当者様の氏名、メールアドレスがご登録と相違している場合は変更

報告書をご提出ください。

 ※変更手続き方法はこちら

Q 電子申請に対応しているブラウザは何ですか？ A Microsoft Edge並びにGoogle Chromeとなります。

Q 会社貸与のPCがMacしかありませんが、電子申請はでき

ますか？

A Google Chromeのブラウザから申請が可能です。

Q プライバシーマーク会員マイページにログイン可能な時

間帯は？

A 24時間ログインが可能です。

メンテナンス時はログインができなくなりますが、事前に告知をいたします。

Q プライバシーマーク会員マイページへ、何時までに申請

書類をアップロードすれば当日の申請受付となります

か？

A プライバシーマーク会員マイページには24時間ログインできますが、15時までのアップロー

ド分を当日分として取扱います。

15時以降は翌日分として取り扱う場合がございます。

申請期限、有効期間にご注意いただき、お早めの申請をお願いいたします。

※プライバシーマークの有効期間と更新審査の申請期限の確認方法はこちら

Q JUASの申請様式について、従来の紙用の申請様式で準備

をしてしまいました。

電子申請用の申請様式で準備をしなおさなければいけま

せんか？

A 事業者様にて、様式1-①～様式９の申請様式を個別のファイルに分割して頂ける場合は、電子

申請用の申請様式で準備をし直す必要はありません。

※プライバシーマーク会員マイページでは、申請書類を様式ごとに個別のファイルでアップ

ロードしていただく必要があります。

Q 複数人でPマーク申請を担当しており、それぞれの担当

者でプライバシーマーク会員マイページにログインした

いのですが可能ですか？

A 2023年5月1日（予定）以降、プライバシーマーク会員マイページにアクセスできるのは、ロ

グインID・パスワードが発行されている以下の方となります。

 《A、B会員》

 申請担当者として登録されている方

 《C会員》

 連絡窓口担当者、申請担当者として登録されている方

Q 電子化に伴い、入会の方法は変わりますか？ A 入会の方法は、従来と変更ありません。

弊協会ホームページより「入会申込書（正会員C）」をダウンロードし、メールまたは郵送に

てご提出ください。

※入会手続き方法はこちら

Q 入会と電子申請は同時にできますか？ A 入会審査後にプライバシーマーク会員マイページを開設するため、入会と同時の電子申請は行

えません。

Q 電子申請できる電子ファイルの形式は？ A Microsoft office形式(Word、Excel)、PDFファイル形式の電子ファイルでご提出可能です。

Q 現在、連絡担当者と申請担当者が同じ人物なのですが、

電子申請に伴い別々にする必要はありますか？

A 電子化に伴い、同一の担当者様を別々に変更する必要はございません。

Q 紙で申請を行い、現在審査が進んでいます。5月1日以降

は今進んでいる審査も電子化できますか？

A 2023年4月30日（当日消印有効）までに書面（紙）でご提出いただいた審査は、電子申請開

始後も従来通り書面（紙）での審査となります。

そのため文書審査結果、指摘事項文書の受取、改善報告書の提出につきましても書面（紙）で

審査を進めさせていただきます。

Q 電子申請開始以降も、これまで通り紙で申請することは

できますか？

A 2023年5月1日（予定）の電子申請開始以降、紙での受付は致しかねます。

ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

入会について

申請について

https://juas.or.jp/profile/join/
https://www.juas.or.jp/privacymark/application/report/
https://www.juas.or.jp/privacymark/faq/
https://juas.or.jp/profile/join/


Q 2023年5月1日以降に電子で申請するため、書類を準備

しようと思います。

JUASの申請書類の内容は従来と同じですか？

A 申請書類の内容は変わりませんが、申請様式や添付書類はそれぞれ個別にファイルを作成・保

存しご準備ください。

※プライバシーマーク会員マイページでは、申請書類を様式ごとに個別のファイルでアップ

ロードしていただく必要があります。

 

 【ファイル形式、用紙サイズ】

・各申請様式、定款:WordまたはPDF(A4縦型)

・登記事項証明書: PDF(A4縦型)

・規程・様式等:Word、ExcelまたはPDF(サイズは問いません)

 

Q 電子申請にあたり、自社の規程や様式を電子申請用に修

正する必要はありますか？

A 特別に規程・様式類の内容を修正をする必要はありませんが、ファイル形式をWord、Excelま

たはPDF(サイズは問いません)で、それぞれ個別にファイルを作成・保存しご準備ください。

Q 申請様式の押印はどのように対応すればよいですか？ A 付与契約の際に印影を確認する必要があるため、紙に法人登記印を押印したものをPDF化し、

アップロードしてください。

Q 謄本は紙での提出が必要ですか？ A 法務局で取得した謄本をPDF化し、アップロードしてください。

なお、電子謄本での申請は受付けておりません。

Q 電子申請で提出する規程・様式類は、承認印が押された

ものが必要となりますか？

A 押印は規定・様式類をご提出いただく際には必ずしも必要ではありません。

押印の無いMicrosoft office形式(Word、Excel)、PDFファイル形式のデータをアップロードい

ただいて構いません。

Q JUASに登録している連絡窓口担当者、申請担当者の情報

に変更があります

A まずは、変更報告書をご提出ください。

各担当者様の氏名、メールアドレスに変更がある場合は、登録情報の変更手続き完了後に新し

いプライバシーマーク会員マイページのログインIDとパスワードを、メールにて通知します。

※変更手続き方法はこちら

Q 電子化に伴い、請求書も電子対応となりますか？ A 各種請求書は当面、従来通り封書ででお送りいたします。

なお以下の書類も、当面封書でのお送りとなります。

 ・プライバシーマーク申請書類受領書

 ・付与適格決定通知等

Q 電子化に伴い、特別な費用は発生しますか？ A 電子化により、別途費用は発生いたしません。

変更について

その他

https://www.juas.or.jp/privacymark/application/report/

